
地域別構想の改定について 

 

１ 地域別構想とは 

   松本市都市計画マスタープラン（以下、都市マス）の全体構想をより市民に密着した具体的な構想 

とするために、市内を１４地域に区分した地域別構想を策定します。 

今回、全体構想の改定にあわせて、以下のとおり地域別構想の改定を進めます。 

 

２ 改定の考え方 

都市マスの全体構想見直し内容や、地元意見交換会の意見等を踏まえて、地域別構想の改定の考 
え方を次の通り整理します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 地域別構想素案について・・・別冊２ 
  現行の地域別構想に対して、14 地域の現状や課題（以下４：参考１）、地域からの意見（以下５： 

参考２）を踏まえ、地域別構想素案を作成しました。 

 

４ 14 地域（35 地区）の現状や課題・・・参考１ 

  人口、生活サービス水準（買い物、公共交通、医療施設、介護施設）、災害、空き家に関して、14地 

域毎の現状や課題を整理しました。 

 

５ 地域からの意見・・・参考２ 

令和２年８月以降、町会長会等の場を活用し、各地区の課題や今後取り組むべきことについて、 

意見をお聞きしました。今回、地域からの意見も踏まえ、地域別構想改定の素案をまとめています。 

都市マス全体構想の見直し 

【新たに位置付けた課題】 

〇市内３５地区の特性や課題を踏まえた、きめ

細かいまちづくりの推進（以下、４参照） 

〇郊外部における地域コミュニティの維持 

〇地域資源（スポーツや温泉、観光など）を活

用した健康づくりの推進 

〇郊外部の拠点における身近な生活に必要な

都市機能の維持 

 

【新たに位置付けた方針】 

〇郊外部における地域コミュニティ維持に向け

た方針 など 

 

地域別構想に関する地元からの意見 

〇人口減少、少子高齢化 

〇空き家、空き地の増加 

〇買い物、通院弱者の増加 

〇交通渋滞の発生、生活道路が狭い 

〇公共交通が使いづらい 

〇農業継続が難しい、荒廃農地の増加 

〇河川の氾濫が心配、避難所が十分でない 

〇景観の悪化（眺望等） 等 

地域別構想改定の考え方 

① 各地域における拠点の位置づけ整理（立地適正化計画の拠点やコミュニティ拠点の位置づけ） 

② 都市中心拠点、地域拠点、生活拠点とコミュニティ拠点とを結ぶ公共交通について明記 

③ 都市計画運用指針、全体構想、地元からの意見等を踏まえた、地域ごとの課題に応じた方針等

の見直し 
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